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Resume

　　　The　purpose　of　this　study　is　to　co，rnpare　science　and　technological　information　policies　in

France，　West　Germany，　the　United　Kingdom，　the　United　States，　and　Japan，　and　to　clarify　their

characteristics．　The　method　used　here　is　to　select　main　science　and　technological　information

policies　which　are　regarded　as　important　in　the　formation　of　information　policy　in　these　coun－

tries，　and　to　compare　their　contents　and　recommendations．

　　　In　the　first　chapter，　the　emergence　of　information　policies　in　these　countries　is　described　as

background．　Various　elements　of　scientific　information　policy　are　defined．　ln　the　second　chapter，

the　contents　of　scientific　information　policy　statements　which　are　regarded　as　important　in　each

country　are　summarized，　and　policy　trends　in　each　country　are　described．　ln　the　third　chapter，

important　statements　regarding　scientific　information　policy　are　compared　in　the　light　of　policy

elements，　and　are　presented　in　a　table．　ln　the　final　chapter，　the　characteristics　of　scientific

information　policy　in　these　countries　are　stated．　The　major　findings　are　as　follows：

　　　In　France　and　West　Germany，　there　is　a　single　scientific　information　policy　and　nation－wide

efforts　are　made　to　embody　the　programs　outlined　in　the　policy．

　　　In　the　United　Kingdom，　the　United　States，　and　Japan，　there　is　more　than　one　organization

responsible　for　policy　advancement．　These　countries　do　not　have　a　encompassing　program　but

instead　try　to　develop　existing　related　organizations　without　duplicating　activities．

　　　In　the　United　Stated，　the　importance　of　scientific　informaiton　flow　has　been　recognized　as

base　for　the　nation’s　development　from　earlier　periods，　and　attention　is　given　to　the　quick　fiow

of　scientific　informatiOn．
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先進主要国の科学技術情報政策書の比較

　　As　regards　treatment　of　new　technology，　these　countries　exhibit　only　general　attitudes　for

it，　and　specific　policies　for　new　technology　are　left　for　the　future．　They　most　likely　will　focus

their　own　country　security，　and　regulations　will　need　to　be　discussed．
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各国の科学技術情報政策書の比較

各国の科学技術情報政策書の特色

1．科学技術情報政策の設立の背景

　従来，情報が研究にとって不可欠であった学問領域で

は，研究者数や文献数の増大によって50年代に起こった

情報爆発のために，個々の研究者の活動や各機関の努力

だけでは十分な資料検索や収集を行なうのが難しくなっ

た。情報の収集，検索，編成の問題を地域レベル，国家

レベルで考えていく必然性が認識された。本来，学術情

報は高度な知的活動の所産であり，それ自体価値を有す

るものであり，一国の社会経済の発展にとっても貴重な

資源であるため，政府としても情報を国家の資源として

捉える見方が強くなってきた。先進主要国においてこの

ような見方は50年代の終わりごろから現われていた。

A．情報政策のはじまり

　中井　浩1）によると，最初に国家の産業政策の中で科

学情報問題を論じたのは英国であった。1950年代の初め

から科学産業研究庁（Department　of　Science　and　In－

dustrial　Research）が国内の研究調査をはじめた。1956

年に「新しい科学技術貸出図書館計画」としてまとめら

れ，勧告として（1）従来通りの分野での二次情報の作成と

供給（2）科学出版物，特に逐次刊行物の網羅的収集，（3）す

べての科学的出版物を所蔵し，貸出しと複写サービスを

行なう国立科学技術貸出図書館の設立，（4）自動翻訳等の

情報の機械的処理に注目すべきである，とされた。この

見解に基づいて1957年から科学産業研究庁の中の国立貸

出図書館部門の五ケ年計画に着手した。

　米国において情報が国家の政策として捉えられるよう

になったのは1957年秋にソ連のスプートニク号の打ち上

げが成功してからである。この成功により米国内にスプ

ートニクショックと呼ばれる現象が引き起こされ，それ

は自他ともに認められる技術大国である米国がソ連に負

けたという衝撃と，もし宇宙ロケットが兵器として用い

られたならばという恐怖によるものであった。その結

果，宇宙，国防，研究開発に対する膨大な額の国家予算

が承認された。1958年に制定された（Space　Act）の中で

“NASAはその活動と成果に関する情報の実用的で適切

な伝達を可能な限り行なわなけれぽならない”とされて

情報の伝達の思想が現われている。同年，大統領科学諮

問委員会（President’s　Science　Advisory　Committee；

以後PSACと略す）が当時のアイゼンハワー大統領に提

出した報告書の一つは「米国における科学情報の普及と

改善」に関するもので，この報告書では，国防上の研究

開発への国家の投資の効率を高め，かつ投資の効果をよ

り早く広く国民に還元しようとする意図が打ち出されて

いた。これに基づきNSFの中に科学情報サービス局

（0伍ce　of　Science　Information　Service）が設置され

た。
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　西ドイツでは化学などの各専門分野でそれぞれドキュ

メンテーション活動が行なわれていたが，情報量の指数

関数的増大の中でよりよい情報流通をめざして，1971年

に連邦内務省が現代社会における情報の丁丁拡張の必要

性と情報の入手の容易さの必要性を基礎にした国家情報

バンクシステムの考え方をまとめた。続いてその具体的

な計画として「luD計画（The　Programme　of　the

Federal　Government　for　the　Promotion　of　lnfor－

mation　and　Documentation）1974－1977年」が発表さ

れ，これが学術情報の国家システム建設のためのゴール

となった。

　フランスでは1939年以来，CNRS（Centre　National

de　Recherche　Scienti丘que）の科学技術ドキュメンテ

ーションセンター（Centre　de　Documentation　Scien－

ti丘que　et　Technique）の活動があり，国内唯一の総合

ドキュメンテーションセンターとしてフランスを代表す

る活動を続けてきた。その他にも長い歴史を持つ図書館

や，多数の専門ドキュメンテーションセンターがそれぞ

れに活動をおこなってきたが，総合的な措置はとられて

いなかった。1959年忌フランスの科学技術研究の発展と

基本方策を策定し首相に報告書を提出することを定めた

政令が出された。Boutry博士を中心とするドキュメン

テーション調査委員会が調査を行ない，その結果として

Boutry報告を提出し，それがフランスの国としてとる

べき情報政策のガイドラインとなった。その五年後に科

学技術研究総代表部の中に国立科学技術ドキュメンテー

ション委員会が設置され，勧告の実行化が始められた。

　日本の情報政策の始まりとしては，1956年忌科学技術

政策全般に対する総合企画調整官庁として科学技術庁が

設置され，その最初の施策として1957年に日本科学技術

情報センターが発足した。1969年に内閣総理大臣の諮問

第四号「科学技術情報の流通に関する基本方策につい

て」に対する答申として科学技術情報の全国的流通シス

テム（National　information　System　for　Science　and

Technology；NIST）の構想が発表された。その後，文

部省による学術情報システム構想が発表されるまで，日

本における唯一一の国家的情報政策の基盤であった。

　このように先進主要国において，科学技術情報，なら

びに学術情報のよりよい流通の重要性を認め，一国の政

策の中で取り上げ，流通整備を考えるようになったのは

1950年代の後半からである。近年，新しいコミュニケー

ション技術の進歩，様々な分野での情報量の増大によ

り，科学技術情報だけでなく，ビジネス情報，個人情

報，などの情報も，政策の中で捉えられる必然性が生じ

ている1，情報政策は広範囲な社会一般に関わる問題に発

展しつつある。一方では，さらに国際問題として国際間

を流れる情報の取り扱いにおいて，自国の安全保護の観

点から情報を国家資源として見直す考え方が強まってき

ている。発展していくコミュニケーション技術，社会情

勢に応じるために，政策の役割は当事者間の利益を調停

し将来への対応の姿勢を作ることにあると考えられる。

B・情報政策の限定と要因

　近年，情報政策は種々の意味を含むようになった。広

義の情報政策は，学術情報政策，図書館政策，コンピュ

ータ・データ通信を中心とした通信政策，マスメディア

一　般

マス・メディア

通信社

マスメディア

を中心とした

情報政策
学術情報政策

コンピュータ・データ通信

を中心とした

情報政策

図書館政策

研究者

一　般

図書館

　情報処理産業

第1図情報政策の枠組
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を中心とした報道政策などを含むと考えられ，第1図の

ように現わすことができる。

　本稿では，この中の学術情報政策を取り上げ，具体的

には科学技術情報政策を中心に考える。学術情報政策に

関連する要因を種類分けすると次のようになる。　．

　1）　外部要因　　社会体制，学術政策，情報伝達シス

テムの現状，情報処理技術など

　2）構成要素　　情報伝達システム，ネヅトワーク，

機能，機関，技術，教育，訓練，研究開発，

　3）　方針　　重点を置く分野，中央指向型か分散指向

型か，新しい技術への対応，既存のシステムへの対応

4）　政策の策定過程

5）　政策の実施過程

C．本稿の目的と調査方法

　科学技術情報政策及び学術情報政策について，情報政

策の要因として述べた項目から，フランス，西ドイツ，

英国，米国，日本の政策を比較し，各国の特色を掴むこ

とを目的とする。

　調査方法としては，フランス，西ドイツ，米国，英

国，日本において，1950年代後半から1970年代終りまで

に各国政府が提出した学術情報政策書，特に科学技術政

策書の中から，政策上の重要なものについて，その勧告

を比較する。ここで情報政策書とは，政府の省庁，諮問

委員会などから提出されたモノグラフを指し，雑誌論文

や部内資料等は排除している。比較の観点は，前に述べ

た学術情報政策の要因を参考にする。上記の五国は，米

国を筆頭に数多くの学術情報政策書を提出しているが，

今回の調査ではその中でも公表され，広く影響を与え，

主要であると認められるものに限って比較を行なった。

主要なものとした基準は，その報告書の勧告に基づいて

新しい行政上の組織が作られたもの，及びその国の情報

政策の形成に影響を与えたと専門家から認められている

ものとした。また，調査の為に入手できるものに限られ

たため，今回の調査では，資料不足のためソ連は対象か

らはずさなければならなかった。

　学術情報政策書の中でも特に科学技術情報政策書を取

り上げる理由としては，各国の情報政策の始まりの事例

を見ると科学技術情報が対象となっていること，戦後，

科学技術研究が国家の盛衰に直接に関わるものとして，

その重要性が早くから認められていたと考えられるから

である。

　各国の主要な学術情報政策書が発表された年，及び主

第1表　科学技術情報活動年表（1）

フ　ラ　ン　ス 西　　　　独

1952一 1939年以来CNRSが唯一
一の科学技術総合ドキュ

1953一メンテーションセンター一
であった

1954一 一

1955一 一

1956一 噌

1957一 一

1958一 一 一

1959一 フランスの科学技術研 噸

究の発展の基本方策を
1960一 策定する法令 一陶

1961一 一IDW（ドキュメンテー
ション協会）設立

1962一 頓

1963 一Boutry報告提出 噸

1964一 一ZMD（ドキュメンテー
ション機械化研究所）

1965一 一設立

1966・一 繭

1967一
搬諜蟹縁懸置 一IDC（国際化学ドキュ

メンテーション協会）

1968一 一設立：於フランクフルト

1969一 一政府が援助を開始する

1970一 一連邦政府が1＆Dプログ

1971 一BNIST設立法令案

1972一 CCRSTがそれを認可 ｝
する

1973　　　哨閣僚の署名の下に発効
@　　　BNIST活動開始1974一　　　　　　　　　　　　　一

一連邦内務省情報バンク
@システム提案

19750 一1＆Dプログラムが閣
議で承認される公表

1976一 鞠

1977 ＿BNIST予算増強に関　＿
する検討

1978一 Boursin報告提出 一　GIDフランクフルトで

1979一 ノラ・マンクレポート　　一 活動開始

提出　MIDIST発足
1980一 噌

1981一 廟

1982一 一連邦研究技術省新3ケ
年計画発表

1983一・ ｝

要な科学技術情報機関が設立された年に関する年表は第

1，第2表にまとめた。
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第2表　科学技術情報活動年表②

英　　　　　国 アメリカ合衆国 日　　　　本

1948一 ロイヤル・ソサエティが“Science 一 一国立国会図書館設置
Information　Conference”をロン

1949一 ドンで開催　　　　　　　　　　　一 一一日本学術会議設置

1950一 一 NSF　Act：Public：Law　81。507　　一 図書館法施行
NSF設置法 UDC協会設立

1951一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一一慶応大学日本図書館学校設置

1952一

1953一 嬬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

1954一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

1955一

1956 一科学技術貸出図書館計画案 一図書館サービス法NLIM設置　　　． 一科学技術庁設置
図書館資源財団（C：LR）設置

1957一 一PSACを大統領直属機関とする 一JICST設置
1958 一国立科学技術貸出図書館が英国内科 一Baker・レポート　　　　　　　　　　一

学技術文献の網面的収集・保管・供 米国航空宇宙法NASA設立
1959 一給の一本化をはかる 一NSF内にFCST設立　　　　　　　一 科学技術会議設置

1960一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 「10年後を目標とする科学技術振興
の総合的基本方策について」

1961一 日本学術会議　「大学における図書館’

1962一 一Crawfordレポード
　の近代化について」一通産省データセンター設置

1963一 トレンド報告 一Weinbergレポート　　　　　　　一

1964一 一MEDLARS動きはじめる　　　　一
商務省に連邦科学技術クリアリング

1965一技術省設置その巾にOSTI（科学技『
@　　　術情報局）設置

・ハウス設置（CFSTI） 廟

1966一一 一COSATI設置　　　　　　　　一

1967一一 一NACL設置　　　　　　　　　一 通産大臣「情報処理及び情報産業の
ｭ展のための施策について」諮問

1968
@　　　設置
P969一

一教育省が図書館組織の検討委員会を一

@ゲイントン報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　一

黷rATCOMレポート　　　　　　一
産業構造審議会答申

mIST構想
1970

P971

＿INSPEC機械化
齒ﾆ器戯雲繍a「e等が

一商務省内にNTIS設置　　　　　一 NIST検討委員会設置

1972一 一Greenbergerレポート　　　　　　一
学術審議会

1973一 B：L設立 一NCLIS第1次草案発表 一　「学術振興に関する当面の基本的な
施策について」答申

1974一哺OSTIがB：L内に移管 一　　〃　　第2次〃　〃　　　　一 「科学技術情報の全国的流通体制の

1975一 Kennedy　レポート　　　　　　　　　一
整備に関する報告」を科学技術庁
ｪ行なう

1976一 一Beckerレポート　　　　　　　　　　一 一

1977。 一

1978一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

文部大臣　　「今後における学術情報システムの在り方について」諮問

一
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 学術審議会が中間報告

1980 一英国議会下院第4報告 一「科学技術情報の国際流通について」一 〃　　答申
Slameckaレポート
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II．各国の主要な科学技術情報政策書

A．　フランス

1．Boutry報告2）

　首相諮問により1959年からBoutry博＝ヒを中心とする

ドキュメンテーション調査委員会が調査を行ない，当時

の情報流通の欠陥を詳細に指摘し，取るべき施策の提案

を付して63年忌提出された。その内容は科学分野の原著

論文，図書館ドキュメンテーションセンターの活動，科

学研究図書出版，科学研究界改善の施策，国際協力につ

いてであり，それぞれの問題点を指摘し，勧告を行なっ

ている。特に科学分野の原著論文に関し，少数で良質の

フランスの科学誌の育成，科学者が総合的な動向を常に

掴む必要性などが指摘されている点が特徴的であり，そ

の他に，国内の定期刊行物や科学出版物の目録の恒久的

保存，国立科学情報センターの設立計画，フランスの科

学図書の出版について不足している領域，標準化の協定

の必要など，詳しい具体的な施策が論じられている。

　今後の政策として，明白で唯一の政策を持つことが重

要であり，この報告書の勧告が保持される為に大臣直属

の協議実行委員会が必要であるとしている。

　Boutry委員会はANEDA（自動ドキュメンテーショ

ン研究協会）に国内の活動の総合的調整と分析評価を委

託し，その結果がBoutry報告の第三章として収められ

た。そこでは，フランスにおける問題点は情報活動の無

統制，不充足，遅滞，欠如，にあるとされ，解決の為の

国家；機関（ONIS；Organization　National　Information

Scienti丘que）を発足させ，これに調整，激励，推進，

代表機関の機能を持たせることを提案した。

2．　Bureau　National　de　Documentation　Scientifique

et　Technique（BNIST）の記立と使命

　ANEDA報告のONISの機能を持つ科学技術情報政

策の常設組織として，1968年12月に，科学技術ドキュメ

ンテーション国家委員会（Comite　National　de　Docu－

mentation　Scientifique　et　Technique；CNDST）が設

置された。CNDSTはフランスの第六次国家計画におけ

る活動内容として，各分野の情報ニーズの特徴と既存の

関連活動を結び合わせたセクトリアル情報ネットワーク

の形成へ向かう基礎となる科学技術情報全国ネットワー

ク構想を提出した。その実現化のために1971年にBNIST

設立の法令が起草され，翌年に発効した。

　BNISTの使命は，科学技術情報の国家政策の方針を

政府に提案し，その政策の実施を策定し，関連省庁及び

機関との協力のもとに政府が採用した施策の遂行にあた

るとされている。そして，1974年に国際的に高水準の一一

次逐次刊行物を育成するi基準と方法の決定，1977年に科

学技術逐次刊行物目録の作成，1978年に科学逐次刊行物

に関するBoursin報告が為されるなどの成果が得られ

た。

3．Boursin報告3）

　ランス大学総長のBoursin博士が首相の諮問により

科学逐次刊行物出版に関わる諸問題を調査し，質，言

語，頒布に関する勧告として，1978年に報告書を提出し

た。その内容は，質を維持するために雑誌の構成，論文

の選択編集，記述などの標準化の為に指針を作成するこ

とが提案されている。言語については国内誌を主な対象

とする雑誌論文におけるフランス語の使用推進など，フ

ランス語を科学雑誌で使用するための努力が払われてい

る。その他に生産，頒布のための具体的な措置が述べら

れている。

　Boutry報告と同様にBoursin報告においても勧告の

一つとしてフランス独自の科学技術雑誌の育成に力が入

れられている。

　4．　Mission　lnterministerielle　de　1’information

Scienti丘que　et　Technique（MIDIST）の設立

　1979年の法令によりBNISTの設置と任務を規定する

法令が廃止されMIDISTの発足と任務が定められた。

ミヅテラソ大統領の統治下，科学技術が強調されるなか

でMIDISTは首相府の研究庁に直属し，　BNISTの機

構と使命をそのまま引き継ぎ発展させていく任務を持っ

ている。

5．　ノラ・マソク報告4）

　1978年にフランス政府はフランスの情報化のための五

年計画を政策の基本大綱として決定し，政府が融資を行

なうなかで，ジスカールデスタン大統領は，時の大蔵審

議官のシモン・ノラ，アラン・マソクに大統領諮問とし

て，社会の情報化の推進方法に関する検討を進める任務

を与えた。その答申として1978年に「社会の情報化」が

提出された。

　ノラ・マソク報告は科学技術情報政策というよりも通

信政策，情報処理産業政策，行政機購の情報処理機械化の
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面が主要で一部門研究者ではなく社会全体の情報処理，

機械化への対応の政策が論じられている。勧告は様々な

レベルで述べられているが大意は，情報化政策の行なう

べきこととして，i）生産性の向上に与えるテレマティー

クのプラスの効果を増大させ，それによって雇用面のマ

イナスの効果を補うこと，ii）新たな可能性を最大限に利

用して行政の再編成を行なうこと，iii）中小企業を助成

し大企業を改革すること，iv）労働条件を整備すること，

としている。フランスでは行政機構が強力な推進的役割

を演じており，模範的機能を果たしている。未来を予見

し，これを掌握する手段を持つために，首相直属の行政

改革本部を設け今後あり得べき変化を調査しその方向付

けを行なうのが適当である，としている。

B．西ドイツ

1．情報バンクシステム5）

　情報バンクシステム（Informationbaken・system）は

1971年5月に西ドイツの情報活動の国家計画の第一の基

盤として発表された。これは連邦政府が議会決議に従っ

て1970年4月に内閣直属のワーキンググループを編成

し，作業分担型の西ドイツ情報バンクシステムに計画を

提案するように諮問した結果であった。各省から選ばれ

たメンバーにより構成されたグループが連邦内務省に置

かれ報告書をまとめた。これは，行政に関与するあらゆ

る情報活動の西ドイツでの在り方を模索するもので，そ

の目標を集約すると，情報処理の機械化，情報収集，編

成の合理化，サービスと利用の促進，既存機関の参加

による統合，などの他に情報の選択の重視，情報の機密

性，信脳性，統計情報等の情報加工の重視などが挙げら

れ，多面的な内容である。

　情報バンクシステムの組織構造としてほどほどに分散

化している組織モデルが最も妥当な策と考えられた。秩

序だった作業分担と共同作業を意図して，ある程度の指

導性をセンター的な機関に委任し更に多数の独立した個

別の組織から成り立ち，管理機構や運営機能は各組織が

それぞれに持つと考えられた。実行化に向けての具体的

なプログラムとしてrIuD計画；1974－1977年」が1974

年に発表された。

2．IuDプログラム6）

　IuDプログラムの総括的目標は，西ドイツにおける科

学，経済，技術，政治，社会の諸問題を解決するために

世界中に存在する知識並びに事実が活用され，重複作業

や誤った投資が回避され得るように，いろいろな専門分

野からあらゆる情報に対してよりょくアクセスできるこ

とを確実にする，とされている。1974年から1977年まで

の目標として，1）研究，開発，訓練の効果をあげ，生活

の質の向上のための基本的な必要条件としての改革を急

務とする。2）産業，技術，特に中小企業の競争力と能率

性をあげ，専門職労働者を助け，労働条件の改善に寄与

する，3）議会，政府，行政，立法機関の計画と決定を支

援する，4）市民によりよい情報供給を行ない，社会生活

の様々な場での協力を改良する，としている。具体的に

は地域を超えた情報サービス機関や図書館システムの設

置，情報科学研究計画，情報ドキュメンテーション協会

（GID）の設置と役割，特に推進されるプロジェクトの説

明がなされている。

　プログラムの前提として，科学技術の比較的広範囲な

分野を網羅するような専門情報システム，さらに，専門

分野を別の側面から結ぶような特殊な目的，たとえば環

境問題，特許，企画，研究情報といった目的を持つ情報

機関の設立が必要とされ，その実現化がすすめられてい

る。

　その他に，情報ドキュメンテーションの基礎構造，財

政関税問題，科学技術情報システムの全ネットワークの

調整などの面からも論じられている。IuDプログラムは

勧告だけではなく全体の構想を現実的なレベルで論じて

いる点が特色と言える。

3．IuD計画のその後

　IuDプログラム発表直後にオイルショックによる世界

的な経済の混乱が起き，プログラムの推進のつまづきに

なった。その後も政権の交代，財政の困窮，IuDプログ

ラムにかかる資金の大きな，プロジェクト予算の縮小な

どにより初期の目標どおりの活動は達成されていない。

　1982年夏に連邦研究技術省は新しい三ケ年計画を発表

した。その内容は国際的な情報政策を目指し，目的とし

て，中小企業の振興，市民を助ける情報機関の推進，西

ドイツの文献が外国製データベースに収集されていない

ことや，西ドイツ独自のデータベースが国外に知られて

いないことから，国外，特に第三世界に対して西ドイツ

の文献を普及することを提唱している。

4．連邦研究技術省

　連邦研究技術省はドイツ連邦政府の学術研究推進機関

であり，従来，連邦の立場から，化学，エネルギー，物
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先進主要国の科学技術情報政策書の比較

理，数学，社会科学等の専門情報システムの行政指導を

行なってきた。その中の第四局では，以下のように，情

報処理，情報ドキュメンテーションについての仕事すべ

てに責任を負っている。

第四局

　第一課

　第二課

　第三課

　第四課

　第五課

情報処理，情報ドキュメンテーション

　情報処理上の基本問題

　技術，医学，教育における情報処理

　経済，行政における情報処理

　情報ドキョメンテーション

　専門情報システム

　このように，情報に関する問題をまとめて第四局で取

り扱っているため，全体の調整や推進を行なうことがで

きるという行政上の強さをもっている。西ドイツは連邦

制であり，学術研究の資金は連邦政府と州政府の交渉を

経て，互いの出資に見合うだけの成果が期待できるとい

う合意のもとに，共同出資される。

C．英国

1．Trend報告9）

　1963年にH．Macmillan首相当時，　Trend卿を委

員長とする科学組織調査委員会から報告書が提出され

た。この報告書は英国の科学技術研究界全体を再編成す

るための調査の報告書で，その目的は英国全体の科学技

術研究活動の重複部分を排除し，活動に費やされる資料

を最大限に活用するための技術研究機構を確立すること

であった。科学技術情報活動に関する勧告としては，そ

れまで大学における科学研究の推進と産業開発における

推進の両方の責任を負っていた科学産業研究庁を解散

し，その活動を肩代りする機i関を決定した。1965年に教

育科学庁の管轄のOthce　for　Science　and　Technical

Information（OSTI）に大学等における科学研究推進の

責任が課され，技術省に技術情報と産業内連絡サービス

の任務が与えられた。産業内連絡サービス活動は1971年

に廃止されるまで，活発な情報活動を行なった。

2．Daiton報告10）

　この報告書は，H．　Wilson首相当時，教育科学大臣の

諮問により種々の国立図書館の調査，これらの図書館を

統一する機構設立の問題の検討を行なったもので，ノッ

チンガム大学の副学長であったDainton博士が委員長

となった。

　報告書の主要な勧告は，主な国立図書館及び諸機関の

間の業務と運営の調整を十分に行ない，その発展を最も

効果的に為すために，大英博物館，国立中央図書館，国

立科学技術貸出図書館，及び英国全国書誌作成機関の管

理をNational　Libraries　Authorityと呼ばれる新し

い独立した機関が司るべきであること，これらの諸機関

の財産及び蔵書は一部の例外を除きこのNLAに属する

ものとする，などであった。この勧告に基づき1973年に

英国図書館（British　Library）が設置された。また勧告

のNLAはOSTIが行なっていた調査活動に対する責

任を引き継ぐとされ，この勧告を受けて1974年にBL

内の研究開発部門として，OSTIの実務部分がBしに移

管された。OSTIがそれまで行なっていた省内間調整や

国際問題に体する責任は教育科学庁に残され，Interde－

prrtmental　Co－ordinating　Commiittee　for　Scienti’fic

and　Technical　Information（ICCSTI）が同年設置さ

れた。これは特に英国がECの科学技術情報ドキュメン

テーション委員会に加入する際に，省庁間の検討が行わ

れるフォーラAとなった。

　1979年に図書館諮問会議のワーキンググループが種々

の問題を指摘し，教育科学庁がICCSTIと協力して図書

館分野の省庁の多くの責任を討議していく役割を担う事

となった。又，同年，Othce　of　Arts　and　Libraries

（OAL）が設置され，国立公立図書館の責任が移管され，

その結果，教育科学庁には，大学図書館の責任が残っ

た。

3．1980年代の情報政策の動き

　1980年代に英国下院の教育科学芸術委員会がBしの活

動を調査した。この調査はAslib，　BL，の他にスコット

ランドとウェールズの国立図書館などの協力を得て，情

報交換，情報供給に関する広範囲な調査に発展した。そ

して英国の図書館情報サービスが十分でなく調整する政

策を策定する国家機関の設立が必要である，との意見が

提出された。

　1980年に提出された応用技術開発諮問委員会（ACARD）

の報告書では，情報技術とその応用に関する政策と責任

の一体化が勧告された。これに応えて，同年10月に情報

技術に関する国務大臣が任命された。情報技術は図書館

情報サービスにおける焦点であり，政府の情報政策に対

する関心が産業庁の中ですでに築かれていたため，迅速

な反応が可能であった。

　1980年10月に下院の教育科学芸術委員会の第四報告が

提出され，その中で政府はできるだけ早く閣僚級の大臣

を指名し，情報政策の責任をとらせるべきであること，
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政府は情報蓄積に関する幅広い利益団体の代表により構

成される委員会を緊急に設立し，今後継続される活動と

して国家情報ネットワークを開発する問題を検討し，国

として必要な事項を明白にする事などを勧告している。

　1982年に，ICCSTIは民間団体から提出された嘆願書

を基に報告書11）をまとめた。これは科学技術情報分野に

おける政府の責任を言明する政策書を要求したものだっ

た。英国の科学技術情報活動は従来分散し，学協会，研

究機関，企業，商業出版，国際機関などの利用者にあわ

せた組織活動の中で行なわれた。政府の活動は限られた

もので，情報供給は主に民間の活動の中で行なわれてい

る。この報告書は，政府の役割は民間の科学技術情報サ

ービス活動を支援すること，海外情報へのアクセスを確

実にし，輸出の機会を十分に活用して民間活動を確実な

ものにすること，政府内情報のよりよい利用の認識を促

進すること，財政援助の下に情報サービスの基礎を準備

すること，国家の見解を明らかにすること，を勧告して

いる。

D・米国（第3表参照）

1．Baker報告12）

　スプートニクショックの翌年，アイゼンハワー大統領

当時の1958年に提出されたWilliam　O・Bakerを委員長

とする大統領科学諮問委員会（PSAC）の報告書である。

この報告書の研究の目的は情報に関する科学者の問題を

明らかにすることであった。基本思想としては，科学に

おける進歩は科学情報の自由な流れに関わっている，科

学の進歩の割合は研究成果をさらに追求できる科学者の

間に普及するスピードという大きなメジャーによって

決定できるという考え方であった。勧告は，National

Science　Foundation（NSF）がその科学情報プログラム

を拡大し，現在の政府と民間活動を助け，調整するのに

役立つ科学情報サービスを建設するように推奨してい

る。この勧告に基づきNSF内tle　Othce　of　Science　and

Information　Services（OSIS）が設立された。

2．Weinberg報告13）

A．Winbergを委員長とするPSACの報告書で，科

学技術情報の流通の為の原則が論じられ，専門情報セン

ターの拡大や責任を持つ庁の考え方が確立された。その

内容は技術界への勧告として，専門情報の伝達処理は科

学の価値ある一部分であり，著者は出版されたもののそ

の後の検索に責任を負うべきであること，情報処理技術

を広く知らせること，様式の統一などを勧告し，また政

府機関への勧告として，連邦の機関がその使命の情報活

動に責任を負い，十分に支援すること，政府の政治シス

テム全体のネットワークはFederal　Council　of　Science

and　Technology（FCST）の総括の下に置かれるべきこ

と，クリアリングハウスが政府や民間のシステムを広く

知らせること，などが論じられている。科学者の義務と

して情報の伝達を論じた点で今日にも影響を及ぼす報告

書である。

Baker報告，　Weinoerg報告は，大統領直属の科学

諮問委員会により提出された報告書であり，両者は情報

流通の理念を明示し，それに基づいて行政機構が設立さ

れた点が共通している。

3．Crawford報告14）

　Crawfordを委員長とする科学技術オフィス（Othce

of　Science　and　Technology）の報告書で，1962年に提出

された。主要な勧告として連邦省内で調整運営を改良す

る方法が論’じられた。その内容は，連邦が支援する研究

開発プログラムの科学技術情報の流通が早急かつ重要な

性格を持つという高い認識を与えること，大統領府内に

政府指示に責任を持つ組織構造を確立し，連邦政府のプ

ログラムをレビューをすべきであること，連邦政府のク

リアリング機構の確立など具体的な方策が論じられた。

4．SATCOM報告15）

　NSFとOSTをスポンサーにCairnsを中心に作成さ

れたこの報告書では，国立科学アカデミーと国立工学ア

カデミーの下での国家的調整を勧告した。その内容は国

立科学アカデミーと国立工学アカデミーの審議会に科学

技術コミュニケーション委員会を設立し，より効果的な

情報伝達の政策を開発すること，など民間活動に対する

政府の援助の必要性を民間側から論じている。

5．Kennedy報告16）

　Edward　Kennedyが率先するNSF特別委員会によ

り1975年に提出されたこの報告書は，議会の研究サービ

スを準備するための報告書で，調整機関の設立，OSTの

消滅とNSFの役割の認定，諮問機関の仕事について勧

告が為された。

6．Becker報告17）

　Joseph　Beckerを中心にNSFにより1976年に提出さ
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第3表　米国の主要な報告書の内容比較

●

報告書 科学技術情報政策策定 連邦機関の調整 情報科学研究 そ　　の　　他

Becker 　●A邦政府の大統領府の中 NS：F／DSIに科学技術情 OSTPの下に，政府と民
1976 に国家の科学技術情報政 報の国家研究と調整の責 間の科学技術情報の要素

NS：F／DSI
策の機関を設置する。 任を明白に与えることで

ｭ化する。
が自発的に協力するよう
ﾈ機関を作る。

民間組織と政府機関が方 NCLISのガイダンスの 国家的ネットワークを開
Burkhardt 針を明確にできるように， 下に図書館の全国システ 発するための特定の計画

1975 大統領府の中で焦点を定 ムを補修し，プログラム ではなく，8つの基本的
める。 を調整する連邦の責任の な目標から成るプログラ

NC：LIS 所在を明確にする。 ムを提案；連邦の情報プ
ログラムの調整など。

Chartland
大統領諮問官に国家の科
w技術情報問題を直接に

NSF／DSIの目標使命と
vログラムを再検討する。

1975
報告する諮問グループを
m立する。 DSIが国の科学技術情

（：LC／上院） 報活動において，より

蛯ｫな役割を担うべき
ことを示唆する。

Greenberger
連邦政府大統領府に，民
ﾔと政府の代表者から成

運営レベルでの科学技術
﨣�?動を調整し，標準

技術資源（NSF／DSIと
mBS）を設け研究分析を

1972
る情報政策委員会を設け 化／変換の問題を解決す 行い資金を出し，連邦機
る。 るために，機関の代表者 関に中央の助言サービス

NS：F から成る連邦技術情報委 を行ない，科学技術情報
員会を設ける。 エキスパートを集める。

SATCOM
NAS－NAE審議会に科
w技術コミュニケーショ

政府と民間の協力，科学

Z術情報システムの規格

1969
ン委員会を設立し，より

�ｦ的なコミョニケーシ
化，より広い国際的共同

幕ﾆのための55の勧告提

NAS－NAE ヨン政策を開発する。 案。

政策，ガイドライン，カ 統一された全国ネットワ 国家ネットワークの調整
Knox バレージ，立法を開発す 一クの計画と政策策定に ，計画，政策開発におけ

1965

FFCST

るための中央の連邦機構
�ﾝ立し，全国的情報文
｣処理ネットワークを先
ｱする。

おけるOSTの責任範囲を
ｾ確にする。

るOSTとCOSATIの役
рﾉついて提案がなされ
驕B

Weinberg

P963

oSAC

：FCSTの監督のもとに，

A邦科学技術情報システ
?全体が保たれ，PSAC
ｪ問題に注意を払い続け
驕B

科学技術情報の活動の責
Cの焦点を高く据える，

s政ではなく研究開発の
E一狽ﾅある。

科学技術情報問題の計画

謔閧焉C数個の原則を反
fした200の勧告。

Crawford 大統領府の中に科学技術 連邦政府の各研究機関は

情報に関した政府の方向 方向と，科学技術情報管
1962 と連邦プログラムと活動 理について，内部で組織

PSA
の概観に対しての組織的
ﾈ焦点を設立する。

的焦点を設立する。

Baker 科学技術情報活動努力を 連邦情報サービスは，長
政府と民間で調整援助す 期の研究開発プログラム

1958 る連邦サービスを設立す を奨励する。

PSAC
る。（NSP／DSIを推定
ｷる。）

出典：NSF／DSI Scientific　and　Technical　Information　p．10より翻訳
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れた報告書で，民間も参加できる情報政策プログラム機

関への政府の資金援助を勧告している。基本思想として

は，断片的に行なわれる開発を続けることは，高価な重

複した相互に決して補強しあうことのない無関係な学術

情報システムを生み出すことになること，又，米国が単

一構造の科学技術情報の全国システムを必要としている

のではなく，多様性と，相互交流を備えているような国

家的政策，国家的研究開発，及び国家的枠組を必要とし

ている，と論じている。過去の米国の科学技術情報政策

をレビューし，その内容を比較検討している。

　Crawford報告，　SATCOM報告，　Kennedy報告，

Becker報告は，　OST及びNSFのが中心となりまと

めた報告書であり，大統領科学諮問委員会により明示さ

れた情報流通理念に基づいて，それにより近づく為に，

既存の行政機構の改革や情報政策の在り方を模索してい

る点が，共通している。

7．Slamecka報告18）

　1980年に米国商務省商業技術諮問委員会の委員長であ

るV．Slameckaが提出した報告書で，これまでの諸報

告書が米国内の科学技術情報政策に重点を置き，海外へ

の情報流出に無頓着であった点を反省し，情報政策を経

済の観点で捉え，国際的な競争力をどのようにつけるか

をテーマにしている。米国では，科学技術情報の国際的

な流通がうまくいっていず，援助に見合うだけの報酬を

受けていないこと，国際市場における米国情報サービス

の競争力を問題としている。経済，貿易問題の中で将来

の見通しを立てるにあたり，科学技術情報をいかに自国

に有利に導く道具とするかが重要なポイントである，と

している0

　80年代になると，情報技術の発達を背景に，国際間の

情報流通が盛んになり，それにつれ，情報を商品として

見直す見方が現われてきている。それは以前の科学技術

情報政策書とは全く異なる国際的な立場からの見方であ

る。

E．日本

1．NIST構想19）

　内閣総理大臣諮問第四号「科学技術情報の流通に関す

る基本方策について」に対する答申として科学技術会議

が科学技術情報の全国的情報流通システム（NIST）構i想

を提出した。その内容は，日本の科学技術情報政策の最

初の基本的課題として四つの目標が掲げられた。1）科学

技術情報の全国的流通システムを確立し，その整備をは

かる，2）国際的科学技術情報流通システムを協力する体

制を作る，3）科学技術情報に関する人材の養成，確保を

はかる，4）科学技術情報の処理技術及び処理方式を開発

すること，である。この報告書では，情報の流通パター

ンを想定し，それに従ったモデルを考えている。抽象的

なシステムが提示された。

　1973年に科学技術情報懇談会を設けて，NISTを構成

する機構とそれらの整備方策を中心に調査審議を行な

い，「科学技術情報の全国的体制の整備に関する報告」

が取りまとめられた。その内容はNISTの整備にあたり

特に緊急を要する各種機関等の整備，及びこれら相互の

ネットワークの確立を中心とする当面の課題がまとめら

れた。

　1978年にNIST見直しのために科学技術情報推進懇談

会がひらかれ，その報告が「科学技術情報活動推進の目

標と施策について」として発表された。重要施策として

データベースの拡充，オンラインサービスの拡充，一次

情報サービスと各種案内サービスの強化，国際協力の推

進，科学技術情報活動の円滑化，筑波地区におけるモデ

ル活動の推進に焦点が合わせられた。

2．学術情報システム20）

　1979年に学術審議i会は文部大臣より諮問された「今後

における学術情報システムの在り方について」に対する

中間報告を提出した。ここで論じられている学術情報シ

ステムは，一次情報の収集提供機能，情報検索システ

ム，日本独自のデータベースの形成，の三つの機能を持

ち，それぞれが連携しあって一つの総合的システムとし

て働く，としている。

　1980年に提出された答申では，学術情報については，

一次情報の体系的，効率的な収集整備を計り，各大学図

書館サービス機能の改善強化を行ない，図書館間協力を

推進すること，又，情報検索システムの構成と充実した

サービス，データベースについては，日本独自のデータ

ベースの形成を推進し，国際的二次情報形成事業に対す

る日本の分担能力を高めること，その他に学術情報シス

テムの在り方，システムの機能，人材養成等，論じられ

ているo

III．各国の科学技術情報政策書の比較

　学術情報政策書は政府の方針であり，プログラムは包

括的な性格を持つため，各国とも情報収集，処理，管
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第4表　各国の学術情報政策書比較（1｝

社　会　体制
学　術　政　策

ﾈ学技術政策
情報システムの現状 情報処理技術

fータ通信技術
ネットワーク

フ ・政府が推進する ・ミッテラン大統 ・図書館システム Euronet
・BNISTの技術情

ラ

伝統がある。 領の下で，科学

E技術の強化が
・BNISTの技術産 DIANE

報システムでは

亦[で中小企業
・省庁の改組がよ

すすめられてい
業情報システム

と連結している。

ン く行われる。
る。 ネットワーク化

ス
・学術情報一般も を目指している。

重視している。

西
・11の州に依る連 ・学術情報一般を ・全国的な図書館 Euronet ・IuDプログラム

邦制。 重視 システム DIANE ・図書館システム
ド

・連邦政府と州政
・分野別専門情報 分野別専門情報

イ 府の話し合いを
システム

システムを前提

下に共同出資さ
（途中） とした全国的ネ

ツ れる。 ットワーク

イ ・政府の力はあま ・学術情報一般を ・BLを中心とし Euronet

り大きくない。 重視 た国立図書館シ DIANE
ギ

ステム

リ

・民間の活動が盛

ス
んである。

米 ・連邦制 ・科学技術に力を ・分野別情報検策 ・世界を率先して

注いでいる。 システムが多く いる。

あり。 TYMNET
・民間の活動が盛 TE：LENET

んである。 など
国

日
・政府の力はあま ・学術情報一般を ・筑波研究学園都 ・技術力はある。 省庁別

り大きくない。 重視 市の試験的専門 VINUS 機関誌

情報システム ネットワーク
・省庁組織は固定

している。 ・学術情報システ

本
ム（途中）
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　　　第5表　各国の学術情報政策書の比較（2）

一一 沛﨣�ﾌ
ｶ産と流通

二次情報の
ｶ産と流通

機　　能 機　　関 技　　術

塾・ut・y報告

aoursin報告

Eフランスの国際

Iな科学誌の育

ｬ

B・utry報告一・重要な図書，定

匇ｧ行物の目録

ﾌ恒久的保存

．B・utry報告

a・ursin報告

E生産、伝達

@評価、提供

Boutry報告

EMIDIST
ﾍ首相府研究庁

ｼ属。　行政上

ﾌ責任を負う。

・DB作成

ﾌ売促進

Eオンライン検索

@システム

IuDプログラム

E文献の迅速な供

IuDプログラム

E文献の書誌的

F知

IuDプログラム　　　　　」一曹一¶

E伝達、評価

�氈A加工

IuDプログラム

E連邦研究技術省

ｪ行政上の責任

�奄､。

・DB作成

ﾌ売促進

Eオンライン検索

@システム

Dainton報告

E一沛﨣�ﾌ網羅

I収集

Dainton報告

E収集、提供

・BL、教育科学

ﾈ、産業省など

ﾓ任分担。

・DB作成

EBしの機械化

Eオンライン検索

@システム

米　　　　　国

Baker報告

E情報伝達のスピ

@ードが重要であ

@る。

Weinberg報告

E著者抄録の必要

ｫ

Baker報告

veinberg報告

rlamecka報告

E生産、伝達

ﾁ工、提供

Crawford報告

jennedy報告
rATCOM報告　　　　　　　一

E現在はNSFが
¥算管理

・世界を率先する

﨣�?理技術の

ﾍ・DB多数作成

Eオンライン検索

@システム

NIST
w術情報

Cシステム

Eより良い情報

`達

NIST
w術情報

Vステム

Eユニオン・カタロ

Oの完成

NIST
w術情報

Vステム

E伝達、評価

ﾁ工、提供

・文部省

E科学技術庁

・DBの作成

ｻの推進

Eオンライン検索

@システム
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第6表　各国の学術情報政策書の比較（3）

教育・訓練 研究・開発 重点分野
政策が中央指向
ｩ，分散指向か

政策の策定過程

フ

必
・BNISTが責任 ・科学誌の育成に ・中央指向型の政 ・学者と官僚

ラ　　　ン

要性を を負う。 重点を置く。 策

ス

認識

西 、

既
IuDプログラム

・包括的プログラ ・分散指向型の政 ・学者と官僚と情

ド 存 ム 策 報機関の専門家

イ

の機

・GIDが責任を

関
負う。

ツ を

隔一

拡
イ

大す

Dainton報告 ・国立図書館の整 ・分散指向型の政 ・官僚と学者と企

ギ
る 備に重点を置く。 策 業人

リ

方向

・BL内に研究

ス

o
開発部門がある。

米

・NSFが責任 ・科学技術情報の ・分散指向型の政 ・学者と官僚

を負う。 流通に重点を置 策

く。

・政府機構の整備
国

に重点をおく。

日 NIST NIST ・科学技術情報シ ・中央指向型の政 ・学者と官僚

・研究開発の必要
ステムに重点。 策が複数ある。

・人材の養成
性

本
・学術情報センタ

・大学図書館シス

テムに重点。
一

理，流通等の全般的なシステムに不可欠な要素をそれぞ

れの報告書に盛込んでいる。文化，歴史，主義等，それ

ぞれ独自な国々なだけに，政策の現われ方は，その国の

特徴を反映したものともなっている。ここでは，学術情

報政策の要因として定めた項目の各観点から各国の科学

技術情・報政策書を比較し，第4表から第6表にまとめ

た。ここでアンダーラインがあるものは報告書の名前で

その報告書において述べられていることを示している。

　米国の情報政策の特色は，数多くの報告書が提出され

ていることである。各報告書の観点は多様で，Baker報

告や，Weinberg報告のように情報流通の原理を説くも

の，Crawford報告やKennedy報告のように政策を推

進する行政機構の整備を説くもの，SATCOM報告のよ

うに民間活動と政府の援助を提言するもの，又，Becker

報告のように過去の報告書を分析し，総合的に今後の提

言をするものとあり，勧告のレベルや質も異なる。総じ

て，科学技術情報の理論的な流通の在り方を研究し，そ

れに基づいた機構の整備を勧告している。科学情報の流

一一
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通の理念があり，その中に現実の機構をあてはめていく

姿勢である。情報の流通の在り方の研究を基に情報政策

を提言している点に，米国の情報政策の先進性があると

考えられる。

　情報政策推進機i関がOST，　NSF等の複数の機関に変

更した歴史があり，現在の責任機関であるNSFも，州

制度や民間産業の活力が障害となり，全体を率先してい

くのは難しい。連邦政府が権威を持って，国全体をまと

めていくために，ホワイトハウスの中に情報政策推進機

関を設置する事が待たれている。

　同じ民主主義国家でも中央集権的で政府が国全体を

率先する伝統のあるフランスでは，情報政策の推進も

MIDISTが計画と実施援助の管理を一元的に引き受け，

全国的に統一している。フランスの情報政策の特色は，

フランス国内の一流科学雑誌の育成に重点が置かれてい

ることである。この点は，Boutry報告，　Boursin報告，

MIDISTの使命の一つとしても掲げられている。又，科

学技術雑誌の中でもフランス語の維持に注意を払ってい

るのも特徴的である。MIDISTが首相府管轄であり，一一

元的に推進を進めている行政機構は，政策を推進する上

の強さであると考えられる。

　同じヨーロッパの中で西ドイツは州制度を取っている

が，情報政策については州と連邦の話合いを基に，IuD

プログラム達成の為に連邦研究技術省の率先で一元的に

情報政策を推進している。西ドイツの情報政策の特色は

土台となる単一プログラムであるIuDプログラムの存在

である。情報基礎構造から実施計画の焦点まで，情報流

通全体を根本からとらえなおす計画が一つのプログラム

の中で多面的に述べられている。非常に包括的なプログ

ラムであると言える◎ただ，実施については財政上の問

題にぶつかり，連邦研究技術省は，新しい三年計画を補

正案として発表した。

　英国の情報政策は米国と平行して進んでいると言われ

る。両国とも民間の情報活動が活発で，政策に先ん’じて

情報サービスを初めとする実際の活動がある。英国の情

報政策の推移を見ると，Dainton報告を初めとして国立

図書館機構の設立に70年代の終わりごろまで注意が集中

していた。図書館以外の情報機関を含めた国家的な情報

システムの計画はまだ報告書として現われていない。最

近の科学技術情報活動では，政府が民間の活動を激励援

助する方針にとどめられ，特にネットワーク化を目指し

ていない。民間側からの要請が強く，それに応じた形で

政府が情報政策を考えるという最近の事実も米国に似た

点がある。英国においては，情報政策を担当する閣僚の

指名が待たれている。

　日本の情報政策の特色は，科学技術庁と文部省の二本

立てで政策が推進されている事である。その他にも，通

産省，郵政省，農水省を初めとする各省庁がそれぞれの

分野での情報活動を行なっている。科学技術庁のNIST

構想と，文部省の学術情報システムが，学術情報につい

ての国家規模のシステムを論じている点で二大構想であ

ると言える。NIST構i想と学術情報システムとでは，発

表，実施の時期が異なる。NIST構i想は筑波研究学園都

市にすでにモデルとして研究情報システムを実施してい

るように一部で成果をあげている。NIST構想の出発点

では情報流通のパターンを想定してシステムを考え，や

や抽象的な構想であったが，その後具体的な計画を検討

された。一方，学術情報システムはむしろ既存の大学図

書館の資料をいかにシステムとして建設していくかとい

う考え方である。学術情報システムの発展はこれからで

ある。この二大構想が重複活動を削減し，補強しあう事

が重要である。又，情報政策の調整機構の設置とその任

務の明確化が為されることも強力に政策を推進していく

為にも必要と思われる。政府が情報を国家資源として認

識し重点を置いているかどうか，明白でない。情報流通

システムの整備に加えて民間産業の育成や政府によるデ

ータベースの構想も今後の課題である。

IV．各国の科学技術情報政策書の特色

　第三章でまとめたように，米国，英国，フランス，西

ドイツ，日本の五ケ国の科学技術情報政策は，大きく分

けて，政府主導型のフランス，西ドイツと，民間の実際の

活動が政策よりも先にある米国，英国と，政府の情報政

策の基盤が複数にある日本とがある。フランス，西ドイ

ツにおいて，科学技術情報政策は，基本となるプログラ

ムの下に，国家一丸となって総括的に行なわれている。

一・禔C米国，英国では，民間の活動が活発で，情報政策

の行政における推進機関が複数であるため，単一プログ

ラムの推進は行なわず，むしろ既存の機関を発展させ，

重複活動を削除するように方向づけられている。

　政府主導型のフランスと西ドイツをみると，フランス

は，中央集権的であり，西ドイツは，州権制度を採って

いる。そのため政策の策定過程が異なり，フランスで

は，首相諮問により学者を中心とする委員会が政策の研

究を行ない，実際の活動の予算の管理などはMIDISTが

一括して行なう。西ドイツでは関係する州，民間，連邦
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の話し合いを土台にして，実際の活動の計画がすすめら

れ，それぞれの成果の見返りを予測して，共同出資され

る。

　フランス，西ドイツの共通点は，情報政策の行政上の

推進機関が一つである点で，フランスではMIDISTが，

西ドイツでは連邦研究技術省が一括して，責任を負って

いる。

　米国と英国の違いは，情報政策の中心が，米国は科学

技術情報に，英国は国立図書館の活動にある点である。

ソ連との宇宙開発競争，軍備拡張競争を背景に，米国が

科学技術が国の発展に直接に関わるものとして，戦後国

力を傾注してきたが，その成果としての情報の流通の在

り方が，早くから研究されてきた。CAS，，　MEDO　LARS，

BIOSIS，などのデータベースのオンライン検索システム

においても，TELENET，　TYMNET，　ARPANETな

どのデータ通信システムにおいても，民間活動を主体と

して，米国はすすんでいる。英国においても，INSPEC，

CABなどのデータベースのオンライン検索システムが，

又，EPSS，　LDSSなどの通信サービスが民間活動のなか

で形成されていった。しかし，英国の情報政策は国立図

書館の活動が中心であり，その他の惰報システムを含め

た国家レベルの情報流通プログラムは未だないといえ

る。

　日本での情報政策の始まりは，NIST構想であったが，

NIST構想の発表が刺激となり，大学や，行政機関，国

公立研究機関などで，情報システムが計画され，開発さ

れた。これらの動きに対応し，NIST構想の具体化のた

めの政策が規定された。日本では，郵政省が，データ通

信を所管しているため，民間のデータ通信の開発やデー

タベ』スの構築が抑制されている点が，米国，英国と異

なる。又，文部省と，科学技術庁とが，それぞれの開発

を行なっている点で，フランス，西ドイツの統一された

形と異なる。日本の二大構想を調整する機関の設立され

れぽ，行政上，強い立場が確保できると考えられる。

　今後の情報政策は，情報の国際流通における均衡を保

つために，日本からの情報の輸出を増やすための機構の

整備，又，電電公社の民営化に伴って，民間の情報処理

産業の育成に焦点が移行すると考えられる。

おわりに
　本稿は慶鷹義塾大学大学院文学研究図書館・・情報学専

攻の昭和58年度修士論文を基にまとめたものである。ご

指導を頂いた津田良成教授，また，インタヴューに応じ

て頂いた方々に深く感謝いたします。
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